
(1) 新産業別最低賃金 平成29年４月１日現在

業　　　　　　　　種 件数（件） 適用使用者数（百人） 適用労働者数（百人）

食 料 品 ・ 飲 料 製 造 業 関 係 7 4 166

繊 維 工 業 関 係 5 8 146

木 材 ・ 木 製 品 製 造 業 関 係 1 1 9

パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 製 造 業 関 係 2 1 90

印 刷 ・ 同 関 連 産 業 関 係 2 10 116

塗 料 製 造 業 関 係 4 1 53

ゴ ム 製 品 製 造 業 関 係 1 1 55

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業 関 係 4 4 103

鉄 鋼 業 関 係 22 37 1,493

非 鉄 金 属 製 造 業 関 係 9 11 455

金 属 製 品 製 造 業 関 係 4 10 120

一 般 機 械 器 具 製 造 業 関 係 25 254 5,210

精 密 機 械 器 具 製 造 業 関 係 7 9 238

電 気 機 械 器 具 製 造 業 等 関 係 45 257 9,730

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業 関 係 33 154 8,555

小　　　　　　　　計 171 762 26,539

新 聞 ・ 出 版 業 関 係 2 22 388

各 種 商 品 小 売 業 関 係 31 20 2,738

自 動 車 小 売 業 関 係 24 228 2,113

自 動 車 整 備 業 関 係 1 11 34

道 路 貨 物 自 動 車 運 送 業 関 係 1 3 17

小　　　　　　　　計 59 284 5,290

合　　　　　　　　計 230 1,046 31,829

(2) 旧産業別最低賃金

木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 ・ 装 備 品 製 造 業 関 係 1 5 23

道 路 貨 物 運 送 業 関 係 1 1 3

全国非金属鉱業（厚生労働大臣決定）関係 1 1 4

合　　　　　　　　計 3 7 30

総　　　合　　　計 233 1,053 31,859

（注）

１　複数の業種にまたがって設定されているものについては、主な業種に計上している。

２　適用使用者数及び適用労働者数は、平成26年経済センサス-基礎調査等に基づき推計した

　適用使用者数及び適用労働者数である。

特定最低賃金の件数、適用使用者数及び適用労働者数


